


（http://www.kenkou.pref.mie.jp/）からご覧い

ただけます。発生状況など常に新しい情報を

チェックしておきましょう。 

小児に対する予防接種量が変更さ
れました！ 
前述の予防対策の一つに予防接種がありま

すが、今冬のインフルエンザワクチンには、

季節性インフルエンザの 3 つの型（A/H1N1
亜型：2009 年の新型と同じ亜型、A/H3N2 亜

型：いわゆる香港型、B 型）が混合されてい

ます。特に、糖尿病などの持病がある方、妊

婦の方、乳幼児やご高齢の方などは罹患によ

る重症化リスクの高いことが指摘されており、

かかりつけ医とご相談の上、接種を心がけて

ください。加えて、県内の集団入所福祉施設

における予防接種率と発病率の関連を当所で

分析したところ、接種率が高いほど発病率が

低くなる傾向がみられました（当所年報第 13
号 2011 年版に掲載）。集団生活をされる施設

での接種率の向上も望まれます。 
また、これまで、日本の小児に対するワク

チンの接種量は欧米に比べて少ないことが指

摘されていましたが、今回の変更で欧米と同

じ基準に増量されました。これにより、ワク

チン効果が高まることが期待されます。ただ

し、接種回数はこれまでと同じく 13 歳未満の

方に対しては 2～4週間隔で2回とされていま

す。ワクチンの効果が期待できるのは接種後

2 週～5 カ月程度とされ、なるべく 12 月中旬

までに接種が終えられるとよいでしょう。 
   
 
 

 
 
 
 
 

この改訂には、厚生労働科学研究費による

分担研究「新型インフルエンザ用ワクチンの

有効性・安全性確保に関する研究」（分担研

究者：神谷齊（（独）国立病院機構三重病院））

の報告が重要な役割を果たしており、当所の

微生物研究課、疫学研究課もワクチン接種後

抗体価測定・解析等の研究協力を行いました。 

感染症発生動向調査って？ 
さて、インフルエンザの発生状況はどのよ

うにして把握されているかご存知ですか？ 
わが国における感染症発生動向調査は､平

成 11 年４月施行の「感染症の予防及び感染症

の患者の医療に関する法律」に基づき実施さ

れています。インフルエンザの場合、三重県

内の内科 27 カ所、小児科 45 カ所に指定され

た患者定点医療機関から最寄りの保健所に、

毎週月曜日～日曜日までの患者数が届出され

ています。ウイルス検査については、内科 3
カ所、小児科 5 カ所に指定された病原体定点

医療機関から当所微生物研究課に患者検体が

随時搬入され、ウイルス分離・検出が行われ

ています。これらの情報は、当所に設置され

た県感染症情報センターで毎週火曜日に取り

まとめ、国へ報告するとともに、ホームペー

ジ、メーリングリスト、e-メール等を利用し

て、県民のみなさん※3 や医療関係者等に迅速

に提供しています。ぜひ、お住まいや勤務先

の保健所管内における 1 定点医療機関当たり

の週間患者届出数の増減や、保健所管内を発

生頻度で塗り分けた地図情報などに注目して

いただき、予防対策にご活用ください。 
※3：県感染症情報センターからの e-メールによる

情報提供をご希望の方は、次のアドレス（情報セン

ター）宛に住所地（市町名）、氏名、連絡先をお知

らせください。center@kansen.kenkou.pref.mie.jp 

 

 

 

 

 

－編集委員会から－ 

みえ保環研ニュースについて、ご意見・ご質問等がございましたら下記までお寄せください。 

三重県保健環境研究所 

 〒512-1211 三重県四日市市桜町3684－11  TEL 059-329-3800 FAX 059-329-3004 
   E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hokan@pref.mie.jp   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hokan.pref.mie.jp/ 
     三重県感染症情報センターホームページ http://www.kenkou.pref.mie.jp/ 

インフルエンザワクチン接種量と接種回数 

? 6 カ月以上 3 歳未満：1 回 0.25mL を 2 回 

? 3 歳以上 13 歳未満：1 回 0.5mL を 2 回  

? 13 歳以上：1 回 0.5mL を 1 回 


